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佐倉市条例第   号 

   佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 （佐倉市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 佐倉市税賦課徴収条例（昭和３４年佐倉市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

  第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除

対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

  第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未

満の者に限る」に改める。 

  附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控

除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

  附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

  附則第１０条の２第１８項を同条第１９項とし、同条第１７項を同条第１

８項とし、同条第１６項の次に次の１項を加える。 

 １７ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

  附則第１６条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、

当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」

を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソ

リン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」

を削り、同条第４項中「、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年



度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項を加える。 

 ６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８３条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 ７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動

車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８３条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 ８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動

車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）

に対する第８３条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項



の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

  附則第１６条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

  附則第２２条第２項中「令和３年度」を「令和８年度」に改める。 

  附則第２６条に次の１項を加える。 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるの

は「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

 （佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（令和２年佐倉市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条のうち、佐倉市税賦課徴収条例第４９条第１０項の改正規定中「第

３２１条の８第５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」

を「同条第６０項」に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第

６１項」を「第３２１条の８第６９項」に改める。 

  第２条のうち、佐倉市税賦課徴収条例第５１条第４項の改正規定中「「又は

第３１項」に」の次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５

の４第４項」に」を加える。 

  第２条のうち、佐倉市税賦課徴収条例第５３条の改正規定中「第５３条第

４項」を「第５３条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の

１５の４第４項」に改め、同条第４項」に改める。 

  第２条のうち、佐倉市税賦課徴収条例附則第３条第２項の改正規定の次に

次のように加える。 



   附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４

第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書

の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定

する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中佐倉市税賦課徴収条例附則第６条の改正規定 令和４年１月１

日 

（２）第１条中佐倉市税賦課徴収条例第２４条第２項及び第３６条の３の３第

１項の改正規定並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条の規

定 令和６年１月１日 

（３）第１条中佐倉市税賦課徴収条例附則第１０条の２第１８項を同条第１９

項とし、同条第１７項を同条第１８項とし、同条第１６項の次に１項を加

える改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第３１号）の施行の日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の佐倉市税賦課徴収条例（次条において「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後



の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。 


